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「障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

」合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

報 告 書
ほうこくしょ

の 概 要
がいよう

 

Ⅰ はじめに 

 障 害 児
しょうがいじ

は、障 害
しょうがい

のない子
こ
どもと等

ひと
しくすべての権利

けんり
が保 障

ほしょう
されなければならな

い。障 害 児
しょうがいじ

にとって必 要
ひつよう

な支援
しえん

と合 理 的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

は、一 般
いっぱん

の児童
じどう

施策
しさく

（以下
い か

、児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

という）において保 障
ほしょう

されなければならならず、障 害
しょうがい

故
ゆえ

の固有
こゆう

の支援
しえん

は

障 害 児
しょうがいじ

施策
しさく

として地域
ちいき

社 会
しゃかい

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

で保 障
ほしょう

されなければならない。また、そ

のために必 要
ひつよう

な財 源
ざいげん

の確保
かくほ

と財 政 上
ざいせいじょう

の措置
そ ち

を 講
こう

じるべきである。 

障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

は、このような基 本 的
きほんてき

な視点
してん

に立
た
ち、論 点

ろんてん
整理
せいり

を

行
おこな

った。 

 

Ⅱ 結 論
けつろん

とその 説 明
せつめい

 

１．障 害 児
しょうがいじ

の基 本 的
きほんてき

権利
けんり

と権利
けんり

擁護
ようご

 

障 害
しょうがい

の種 類
しゅるい

や程度
ていど

にかかわりなく、一人
ひとり

の子
こ
どもとして 平 等

びょうどう
に扱

あつか
われるべき

であることを確 認
かくにん

し、最 善
さいぜん

の利
り

益
えき

、意見
いけん

表 明 権
ひょうめいけん

を明記
めいき

し、オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

を制度化
せいどか

すること。 

 

２．児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

における支援
しえん

 

（１）身近
みぢか

な地域
ちいき

での支援
しえん

：児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

と障 害 児
しょうがいじ

施策
しさく

が 重 層 的
じゅうそうてき

に 保 障
ほしょう

され

るよう制度
せいど

設 計
せっけい

されること。 

（２）児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

と 障 害 児
しょうがいじ

施策
しさく

の 関 係
かんけい

： 障 害 児
しょうがいじ

が、児童
じどう

一 般
いっぱん

施策
しさく

から

排 除
はいじょ

されることのないように、「子
こ
ども・子育

こそだ
て会議

かいぎ
」（仮 称

かしょう
）等

とう
に 障 害 児

しょうがいじ

や家族
かぞく

等
とう

が参 画
さんかく

し、 障 害 児
しょうがいじ

の視点
してん

を盛
も
り込

こ
み、制度

せいど
設 計
せっけい

されること。 

（３）早期
そうき

支援
しえん

 ：乳 幼 児
にゅうようじ

健
けん

診
み
を、医 療

いりょう
・療 育

りょういく
の保 障

ほしょう
はもとより、地域

ちいき
におけ

る子育
こそだ

て支援
しえん

や保 育 所
ほいくじょ

入 所
にゅうしょ

など、早期
そうき

の地域
ちいき

支援
しえん

につながるよう制度
せいど

設 計
せっけい

されること。 

保 育 所
ほいくじょ

等
とう

訪 問
ほうもん

支援
しえん

事 業
じぎょう

の訪 問
ほうもん

対 象
たいしょう

に「家庭
かてい

」を 加
くわ

えること。 

（４）「こども 園
えん

」（仮 称
かしょう

）での支援
しえん

：「こども園
えん

」（ 仮 称
かしょう

）は、障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に入 園
にゅうえん

が拒否
きょひ

されることのないよう、制度
せいど

設 計
せっけい

され、合 理 的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

を保 障
ほしょう

すること。 

（５）放課後
ほうかご

児童
じどう

クラブ
く ら ぶ

での支援
しえん

： 障 害 児
しょうがいじ

が、放課後
ほうかご

児童
じどう

クラブ
く ら ぶ

への参加
さんか

を希望
きぼう

す
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る場合
ばあい

には、 障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に拒否
きょひ

せず、かつ 必 要
ひつよう

な支援
しえん

を講
こう

じるよう、制度
せいど

設 計
せっけい

されること。 

（６）要保護
ようほご

児童
じどう

としての 障 害 児
しょうがいじ

：要保護
ようほご

児童
じどう

である 障 害 児
しょうがいじ

が家族
かぞく

生 活
せいかつ

に戻
もど

れ

るよう、 親
おや

・家族
かぞく

へのカウンセリング
か う ん せ り ん ぐ

や育児
いくじ

支援
しえん

等
とう

を 提 供
ていきょう

できるよう、制度
せいど

設 計
せっけい

されること。 

 

３．障 害 児
しょうがいじ

施策
しさく

 

（１）療 育
りょういく

：地域
ちいき

社 会
しゃかい

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

において専 門 性
せんもんせい

の高
たか

い療 育
りょういく

（障 害 児
しょうがいじ

に

対
たい

する 発 達
はったつ

支援
しえん

・育児
いくじ

支援
しえん

・ 相 談
そうだん

支援
しえん

・ 医 療 的
いりょうてき

支援
しえん

等
とう

）を 活 用
かつよう

でき

るよう、制度
せいど

設 計
せっけい

されること。 

（２）訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

：障 害 児
しょうがいじ

が自立
じりつ

するための経 験
けいけん

を保 障
ほしょう

するために、現 状
げんじょう

では活 用
かつよう

しにくいことが多
おお

い訪 問
ほうもん

系
けい

サービス
さ ー び す

を利用
りよう

しやすくすること。 

（３）通 所
つうじょ

支援
しえん

：身近
みぢか

な地域
ちいき

で 発 達
はったつ

支援
しえん

を受
う
けられるよう、児童

じどう
発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー 等
とう

は、 通 所
つうじょ

支援
しえん

だけでなく、 保 育 所
ほいくじょ

等
とう

への 訪 問 型
ほうもんかた

支援
しえん

や 学 齢
がくれい

障 害 児
しょうがいじ

も対 象
たいしょう

にした発 達
はったつ

支援
しえん

を講
こう

じること。 

（４）障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

：自立
じりつ

生 活
せいかつ

に向
む
け「自立

じりつ
支援
しえん

計 画
けいかく

」の策 定
さくてい

を義務
ぎ む

づけ

るとともに、重 度
じゅうど

障 害 児
しょうがいじ

の在 宅
ざいたく

生 活
せいかつ

が可能
かのう

となるよう地域
ちいき

資源
しげん

を整備
せいび

す

ること。その際
さい

、できるだけ家庭
かてい

に近
ちか

い養 育
よういく

環 境
かんきょう

への移行
いこう

となるよう 検 討
けんとう

すること。 

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

は、地域
ちいき

の社 会
しゃかい

資源
しげん

の一
ひと

つとして、在 宅
ざいたく

支援
しえん

など多機能化
たきのうか

するこ

と。 

入 所
にゅうしょ

決 定
けってい

においては市 町 村
しちょうそん

が関与
かんよ

できるよう制度
せいど

設 計
せっけい

されること。 

特 別
とくべつ

支援
しえん

学 校
がっこう

の 寄 宿 舎
きしゅくしゃ

の 本 来
ほんらい

の 役 割
やくわり

は 通 学
つうがく

を保 障
ほしょう

することにあ

り、自宅
じたく

のある地域
ちいき

社 会
しゃかい

から分離
ぶんり

されないよう 運 用
うんよう

されること。これ以外
いがい

の

役 割
やくわり

については、 実 態
じったい

を 調 査
ちょうさ

し、地域
ちいき

生 活
せいかつ

への移行
いこう

に向
む
けた 方 策

ほうさく
を

検 討
けんとう

すること。 

（５）保護者
ほごしゃ

支援
しえん

、きょうだい支援
しえん

：障 害 児
しょうがいじ

の保護者
ほごしゃ

、きょうだい支援
しえん

を 拡 充
かくじゅう

する

こと。 
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４．相 談
そうだん

支援
しえん

と「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」 等
とう

 

（１）地域
ちいき

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

での相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

：相 談
そうだん

支援
しえん

は、障 害
しょうがい

が特 定
とくてい

されな

い時期
じ き

から、身近
みぢか

な地域
ちいき

の通
かよ

いやすい場所
ばしょ

で 提
てい

供
きょう

されること。 

（２）ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

：地域
ちいき

での育
そだ

ちを支援
しえん

する 方 向 性
ほうこうせい

で、サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

の

立 案
りつあん

、支援
しえん

の調 整
ちょうせい

、改 善
かいぜん

を 含
ふく

めるものとして、制度
せいど

設 計
せっけい

されること。 

（３）「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」：障 害 児
しょうがいじ

・家族
かぞく

にとって身近
みぢか

な地域
ちいき

における支援
しえん

を利用
りよう

し

やすくするため、総 合
そうごう

計 画
けいかく

としての「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」を制度化
せいどか

すること。 

乳 幼 児 期
にゅうようじき

の「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」は、保護者
ほごしゃ

・きょうだい 等
とう

への支援
しえん

を含
ふく

む

家族
かぞく

ぐるみの支援
しえん

計 画
けいかく

として策 定
さくてい

すること。 

障 害 児
しょうがいじ

の意見
いけん

表 明
ひょうめい

を踏
ふ
まえた「個別

こべつ
支援
しえん

計 画
けいかく

」とし、個人
こじん

情 報
じょうほう

の保護
ほ ご

と

障 害 児
しょうがいじ

及
およ

び保護者
ほごしゃ

に対
たい

する説 明
せつめい

と同意
どうい

を義務付
ぎ む づ

けること。 

（４）要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

と地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の連 携
れんけい

：障 害 児
しょうがいじ

と

家族
かぞく

への支援
しえん

を保 障
ほしょう

するために、要保護
ようほご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

と地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

が 連 携
れんけい

するため、地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の 構 成
こうせい

機関
きかん

に守秘
しゅひ

義務
ぎ む

等
とう

の根 拠
こんきょ

となる規定
きてい

を設
もう

けること。 

（５）利 用 者
りようしゃ

負担
ふたん

： 障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に、 新
あら

たな負担
ふたん

が 生
しょう

じないよう、制度
せいど

設 計
せっけい

する

こと。 

（６） 安 定 的
あんていてき

なサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

： 障 害 児
しょうがいじ

のニーズ
に ー ず

を踏
ふ
まえた多様

たよう
なメニュ

め に ゅ
ーを

提 供
ていきょう

するために、給 付
きゅうふ

額
がく

の 設 定
せってい

は、月 額
げつがく

単価
たんか

を基本
きほん

とすること。 

 

５．人 材
じんざい

育 成
いくせい

：障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

のために、必 要
ひつよう

な職 員
しょくいん

等
とう

を確保
かくほ

し、研 修
けんしゅう

を 行
おこな

うこと。 

 

Ⅲ おわりに 

１． 他
ほか

チーム
ち ー む

との調 整
ちょうせい

を 図
はか

るべき内 容
ないよう

： 障 害 児
しょうがいじ

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

の在
あ
り 方

かた
につい

て 

２．今後
こんご

の検 討
けんとう

課題
かだい

：引
ひ
き 続

つづ
き検 討

けんとう
する場

ば
が必 要

ひつよう
である。 

以 上
いじょう
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